
 

1  

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
五
日
提
出 

質

問

第

一

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

駐
留
軍
使
用
の
東
富
士
演
習
場
に
お
け
る
土
地
賃
貸
借
契
約
の
未
締
結
問
題
の
解
決
並
び
に
農
業 

用
水
の
不
足
緩
和
と
災
害
防
止
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
五
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

益 

谷 
秀 

次 

殿 

提
出
者 

勝 

間 

田 

淸 

一 

 

一 

 



 

一 

駐
留
軍
使
用
の
東
富
士
演
習
場
に
お
け
る
昭
和
三
十
二
年
度
土
地
賃
貸
借
契
約
が
い
ま
だ
締
結
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
は
土
地
所
有
者
又
は
権
利
者
の
立
場
を
無
視
し
た
所
為
で
は
な
は
だ
遺
憾
に
思
う
が
如
何
。 

 
（2） 

契
約
内
容
と
し
て
の
土
地
の
各
地
目(

山
林 

切
替
畑 

芝
生
地 

採
草
地 

宅
地)

面
積
は
実
際
と
は
相
当
相 

（1） 

契
約
面
積
は
土
地
台
帳
の
面
積
に
代
る
共
有
地
を
分
割
し
た
時
の
分
割
実
測
面
積
（
既
に
地
元
か
ら
調
達 

そ
こ
で
、
こ
れ
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
政
府
は
土
地
所
有
者
あ
る
い
は
権
利
者
と
懸
案
の
次
の
諸
問
題
が

合
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
が
政
府
の
見
解
如
何
。 

庁
へ
提
出
済
）
を
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
。 

違
し
た
も
の
が
従
来
契
約
さ
れ
て
い
た
が
本
年
度
の
契
約
に
は
こ
れ
を
是
正
し
て
各
地
目
毎
実
際
の
面
積
を 

駐
留
軍
使
用
の
東
富
士
演
習
場
に
お
け
る
土
地
賃
貸
借
契
約
の
未
締
結
問
題
の
解
決
並
び
に
農
業 

用
水
の
不
足
緩
和
と
災
害
防
止
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

四 

 
 
 

三 

東
富
士
演
習
場
内
水
源
か
ん
養
林
あ
る
い
は
治
水
林
の
約
三
千
五
百
町
歩
が
被
害
を
受
け
保
水
が
減
退
あ
る

い
は
喪
失
し
降
雨
時
は
悪
水
と
な
つ
て
土
砂
と
と
も
に
流
失
し
七
日
か
ら
十
日
ぐ
ら
い
晴
天
が
続
く
と
湧
水
を

枯
か
つ
し
て
飲
料
水
か
ん
が
い
用
水
が
不
足
を
来
た
し
関
係
農
民
は
多
大
な
災
害
（
人
工
的
）
を
受
け
て
い
る
。 

、
、
、

二 

被
害
山
林
の
損
害
補
償
に
関
し
て
評
価
時
に
借
料
支
払
年
数
を
被
害
時
の
林
令
か
ら
控
除
し
た
も
の
を
被
害

林
令
と
す
る
事
は
借
料
の
解
釈
を
わ
い
曲
し
た
措
置
に
よ
る
も
の
で
借
料
と
損
害
補
償
と
は
明
確
に
区
別
し
て

処
理
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
う
が
如
何
。 

（3） 
各
地
目
の
借
上
料
単
価(

坪
当
月
額)

は
地
元
市
長
と
調
達
庁
不
動
産
部
長
と
の
間
に
昭
和
三
十
二
年
十
月 

こ
れ
が
対
策
は
特
別
損
失
の
防
止
対
策
と
し
て
揚
水
事
業
、
特
別
防
災
事
業
の
全
体
計
画
を
地
元
か
ら
提
出
し 

契
約
内
容
と
す
べ
き
で
あ
る
。
（
資
料
は
地
元
か
ら
既
に
提
出
済
） 

十
日
交
換
さ
れ
た
覚
書
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

但
し
採
草
地
は
他
の
地
目
と
同
様
に
地
力
を
基
準
と
し
た
単
価
（
即
ち
三
十
五
銭
）
と
す
べ
き
で
あ
る
。 

、  

 



 

 

五 

て
あ
る
（
約
三
十
六
億
円
）
。
こ
れ
を
昭
和
三
十
三
年
度
中
に
完
結
し
農
民
の
不
安
を
解
消
す
る
事
が
ぜ
ひ
と
も

必
要
と
思
う
が
如
何
。 

右
質
問
す
る
。 


